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第４号議案

件 名 県立学校管理規則の一部改正について

提案理由 学校行事の実施に当たっての基準を見直すこととしたこと等に伴い、

県立学校管理規則について所要の改正をしようとするものである。
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県立学校管理規則の一部改正について

教育委員会事務局教職員課

１ 改正の趣旨

学校行事の実施に当たっての基準を見直すこととしたこと等に伴い、県立学校管理規

則について所要の改正をしようとするものである。

（第９条関係）２ 改正内容

学校行事の実施に当たり安全確保の強化を図るため、学校行事全般について、教育委

員会が定める基準により実施することとするほか、これまで教育委員会の承認または教

育委員会への届出を要する行事についての規定に関し、関係条項の整理等を行う。

・第１項関係

学校行事全般について教育委員会が定める基準により実施する。

・第２項関係

教育委員会の承認を要する行事について明記する。

・第３項関係

教育委員会へ届出を要する行事について別途指示する。

３ 施行期日

平成31(2019)年４月１日
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一
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